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○石井町子どもはぐくみ医療費の助成に関する規則 

昭和４８年４月１日 

規則第２号 

(趣旨) 

第１条 この規則は、石井町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例(昭和４８年石

井町条例第３号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものと

する。 

(条例第２条第４項の規則で定める法令) 

第２条 条例第２条第４項に規定する規則で定める法令とは、次に掲げる法律とする。 

（１） 船員保険法(昭和１４年法律第７３号) 

（２） 国民健康保険法(昭和３３年法律第１９２号) 

（３） 私立学校教職員共済法(昭和２８年法律第２４５号) 

（４） 国家公務員共済組合法(昭和３３年法律第１２８号) 

（５） 地方公務員等共済組合法(昭和３７年法律第１５２号) 

(条例第２条第５項の規則で定める医療) 

第３条 条例第２条第５項に規定する規則で定める医療とは、次の各号に掲げる医療

とする。 

（１） 児童福祉法(昭和２２年法律第１６４号)第６条の２第２項に規定する小児

慢性特定疾病医療支援 

（２） 児童福祉法第２０条第２項に規定する療育医療 

（３） 学校保健安全法(昭和３３年法律第５６号)第２４条の医療 

（４） 母子保健法(昭和４０年法律第１４１号)第２０条第１項に規定する養育医

療 

（５） 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成１４年法律第１６２号)第

１５条第１項第７号に規定する災害共済給付に係る医療 

（６） 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成２６年法律第５０号)第５条

第１項に規定する指定特定医療 

（７） 昭和４８年４月１７日衛発第２４２号による特定疾患治療研究事業の対象

となる医療 

(条例第４条第１項に規定する額) 
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第４条 条例第４条第１項に規定する額は、病院若しくは診療所等(保険薬局を除く。)

の診療報酬明細書(訪問看護診療費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養

費支給申請書ごとに、次に定める額とする。ただし、医療に関する給付に要する費

用のうち、医療保険各法の規定により、助成対象者が負担することになる費用が次

に定める額に満たないときは、当該満たない額とする。 

（１） 通院に係る医療費 満３歳の誕生日の前日の属する月の翌月の初日から１

８歳に到達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者 ６００円 

(子どもはぐくみ医療費受給者証の交付の申請) 

第５条 子どもはぐくみ医療費受給者証の交付を受けようとする者は、あらかじめ子

どもはぐくみ医療費受給者証交付申請書(様式第１号)に町長が必要とする書類を添

付して町長に提出するものとする。 

２ 子どもはぐくみ医療費受給者証の交付の申請を行った者は、町長が所得額に関す

る書類等の提出を必要と認める場合には、速やかに当該書類を町長に提出しなけれ

ばならない。 

(子どもはぐくみ医療費受給者証の交付) 

第６条 町長は、前条第１項の規定による申請を行った者が助成対象者であることを

確認したときは、当該申請を行った者に対して、子どもはぐくみ医療費受給者証(様

式第２号。以下「受給者証」という。)を交付しなければならない。 

２ 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、受給者証の交付を受け

た後、条例第３条に規定する要件を欠くに至ったときは、直ちに受給者証を町長に

返還しなければならない。 

(受給者証の再交付の申請) 

第７条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記

載した申請書を町長に提出して、その再交付を受けることができる。 

（１） 受給者の氏名及び生年月日 

（２） 対象子どもの氏名及び生年月日 

（３） 再交付の申請の理由 

（４） 受給者証の番号 

２ 前項の申請が受給者証を破り、又は汚したことによるものであるときは、同項の

申請書に当該受給者証を添えなければならない。 
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３ 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直

ちにこれを町長に返還しなければならない。 

(受給者証の変更届) 

第８条 受給者は、次に掲げる事項について変更が生じた場合には、１４日以内に変

更の事項を明らかにした届書に、受給者証を添付して、町長に提出しなければなら

ない。 

（１） 受給者の氏名 

（２） 対象子どもの氏名 

（３） 住所 

（４） 加入社会保険名 

２ 町長は、前項の届出があったときは、当該受給者証の記載事項を訂正して、速や

かに受給者に返還しなければならない。 

(受療の手続) 

第９条 受給者は、対象子どもに係る医療を受けようとする際、保険医療機関等に次

に掲げる書類を提出しなければならない。 

（１） 被保険者証又は組合員証 

（２） 受給者証 

(受給者証の返還) 

第１０条 保険医療機関等は、受給者に係る対象子どもについて診療を担当しなくな

ったとき、その他正当な理由により当該受給者から受給者証の返還を求められたと

きは、当該受給者に、これを返還しなければならない。 

(支払の特例) 

第１１条 町長は、対象子どもが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該助成

対象者に対し、子どもはぐくみ医療費を支給するものとする。 

（１） 徳島県の区域外の医療機関において療養を受けた場合 

（２） 医療保険各法の規定による療養費又は第３条第１号、第６号若しくは第７

号に規定する医療による療養を受けた場合 

（３） 前２号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合 

２ 前項の規定により子どもはぐくみ医療費の支給を受けようとする助成対象者は、

子どもはぐくみ医療療養費請求書(様式第３号)に保険医療機関等が発行する領収書
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その他町長が必要と認める書類を添付して町長に提出するものとする。 

(条例第５条第１項の規則で定める病院、診療所又は薬局) 

第１２条 条例第５条第１項の規則で定める病院、診療所又は薬局とは、次に掲げる

ものとする。 

（１） 健康保険法(以下「健保法」という。)第６３条第３項第２号及び第３号に

規定する病院若しくは診療所又は薬局 

（２） 健保法第８８条第１項に規定する指定訪問看護事業者 

（３） 前２号に掲げるもののほか、町長が特に認めたもの 

(第三者の行為による被害の届出) 

第１３条 子どもはぐくみ医療費の助成事由が第三者の行為によって生じたものであ

るときは、助成対象者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は

住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに、町

長に届け出なければならない。 

(子どもはぐくみ医療台帳) 

第１４条 町長は、子どもはぐくみ医療費の助成について子どもはぐくみ医療台帳を

作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。 

附 則 

この規則は、昭和４８年４月１日から施行する。 

附 則(昭和５０年７月１日規則第５号) 

この規則は、昭和５０年７月１日から施行する。 

附 則(昭和５１年８月３０日規則第１０号) 

この規則は、公布の日から施行し、昭和５１年７月１日から適用する。 

附 則(昭和６０年８月１日規則第９号) 

この規則は、昭和６０年８月１日から施行する。 

附 則(平成６年９月３０日規則第１７号) 

この規則は、平成６年１０月１日から施行する。 

附 則(平成７年３月１７日規則第３号) 

１ この規則は、平成７年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行前に交付した乳幼児医療費受給者証については、この規則の施行

後もなおその効力を有する。 
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附 則(平成７年７月３１日規則第１０号) 

この規則は、平成７年８月１日から施行する。 

附 則(平成８年７月３１日規則第５号) 

この規則は、平成８年８月１日から施行する。 

附 則(平成９年６月１７日規則第１３号) 

この規則は、平成９年９月１日から施行する。 

附 則(平成９年９月２４日規則第１６号) 

この規則は、平成９年９月１日から施行する。 

附 則(平成１０年８月１３日規則第１３号) 

この規則は、公布の日から施行し、平成１０年７月１日から適用する。 

附 則(平成１１年１２月１７日規則第７号) 

この規則は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則(平成１３年３月２７日規則第３号) 

この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則(平成１４年９月３０日規則第１４号) 

この規則は、平成１４年１０月１日から施行する。 

附 則(平成１８年７月１９日規則第１９号) 

この規則は、平成１８年１０月１日から施行する。 

附 則(平成１９年３月２８日規則第２号) 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則(平成２０年１月３０日規則第１号) 

この規則は、平成２０年２月１日から施行する。 

附 則(平成２０年２月２５日規則第４号) 

１ この規則は、平成２０年３月１日から施行する。 

２ 平成２０年２月１日前に行われた乳幼児等医療に係る支払いの請求については、

なお従前の例によることができる。 

附 則(平成２０年３月１８日規則第５号) 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則(平成２１年３月２３日規則第２号) 

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 
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附 則(平成２１年９月１８日規則第１３号) 

１ この規則は、平成２１年１１月１日から施行する。 

附 則(平成２１年１２月１８日規則第２１号) 

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則(平成２２年１２月２０日規則第１２号) 

１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則(平成２４年６月２０日規則第１５号) 

この規則は、平成２４年１０月１日から施行する。 

附 則(平成２５年２月１９日規則第１号) 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則(平成２８年１２月２２日規則第２１号) 

１ この規則は、平成２９年１月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、改正前の石井町子どもはぐくみ医療費の助成に関する規則

第５条に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正

を加え、なお使用することができる。 

附 則(平成２９年９月２９日規則第１７号) 

この規則は、平成２９年１０月１日から施行する。 

附 則(令和２年４月１日規則第２６号) 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則(令和３年４月１日規則第１３号) 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、当該改正後

の様式によるものとみなすものとすること。また、旧様式による用紙については、当

分の間、これを取り繕って使用することができるものとすること。 

附 則(令和６年３月１９日規則第９号) 

(施行期日) 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、当該改正

後の様式によるものとみなすものとすること。また、旧様式による用紙については、



7/14 

当分の間、これを取り繕って使用することができるものとすること。 
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様式第１号(第５条関係) 

様式第２号(第６条関係) 

様式第３号(第１１条関係) 

 


